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令和２年 

11月号 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号にお
かけいただいた後、自動音声案内にしたがって
「2」（税務署）を選択して、交換手に内線番号を
お伝えください。 

予定納税（第２期分）の納税をお忘れなく 
 所得税及び復興特別所得税の予定納税（第２期分）の納期は 11 月 1 日(日)から 11

月 30 日(月)までとなっています。 

 納付には便利な振替納税をご利用ください。 

 なお、振替納税を利用されている方は、11 月 30 日(月)に指定金融機関の口座から

引き落としとなります。 

 また、第２期分の予定納税の減額申請をする場合は、11 月 16 日(月)までに「予定

納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、税務署に提出する必要があります。 

問合せ 管理運営・徴収部門（内線 2６） 

 

11月11日(水)から11月17日(火)までは「税を考える週間」です 
 国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めて

いただくため、１年を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年 11 月 11

日から 17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報施策を実施しています。 

 今年の「税を考える週間」のテーマは、「くらしを支える税」です。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「山梨税務署からのお知らせ」のバックナンバーも併せてお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

マイナちゃん                                            イータ君 

前号からの続き 山梨法人会はね、税のオピニオン

リーダーとして企業の発展を支援し

て、地域の振興に寄与し、国と社会

の繁栄に貢献する経営者の団体なん

だ。 

山梨法人会では、税務署と協力し

ながら、各種研修会や説明会を開催

しているんだよ。 

 

山梨法人会って、どんなことをや
っている団体なの？ 

税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願い 
 

 納税者の方が税務署の総合窓口（管理運営・徴収部門の窓口）で申告書・届

出書等の税務関係書類を提出される際には、「提出票」を記載・提出していた

だくこととしておりますので、引き続き、ご協力をお願いします。 

納税も自宅から。ネット利用が便利！ 
ダイレクト納付を利用すると、自宅等からインターネットを利用して納付の手続ができます。 

★ 即時又は期日指定で納付可能！納付漏れ防止に役立ちます。 
★ 金融機関や税務署に出向く必要はなく、インターネットで納付も完了！ 

現金を持って金融機関や税務署まで出歩く危険性が無くなります。 
★ 利用にあたって、銀行等への手数料は不要です。 
★ 特に、利用回数の多い手続（毎月の源泉所得税等の納付）に便利です！ 

※なお、利用開始にあたっては、事前に税務署への届出が必要です。 

問合せ 管理運営・徴収部門（内線 2６） 

 

 

 

 

 


